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１ 基本方針

平成３０年７月豪雨災害は，呉市民の生活に深いダメージを与えた。死者

は２７名（関連死２名含む），住宅被害は３，１７８件を数え，交通インフ

ラを含む多くの公共施設が打撃を受けた。

発災から９ヶ月が経とうとしている今でも，２４２世帯の方々が自宅以外

の仮設住宅等での生活を余儀なくされている。

今回の災害では，呉市社会福祉協議会が中心となって，災害ボランティア

センターが立ち上がり，災害復興に対し全国から駆け付けた多くのボラン

ティアの力を借りたが，交通が遮断された被災地では，地域の総力を結集

して地域住民自らが復興復旧にあたった。

また，災害ボランティアセンターにおいては，本会のほか，呉青年会議所

や市内のＮＰＯ法人，民児協などの団体が力を合わせその運営にあたり，

それぞれの得意分野を生かした相互協力のもと，被災者の生活課題に向き

合ってきた。

地域の持つ福祉力やつながる力はまだまだ健在であった。

平成３１年度は，この災害を契機に確認されたそれらの力を，国策として

推進されている地域共生社会の実現に向かって再度結集いただきながら，「ご

近所からほほえみ返しの広がるまちづくり」を推進していくとともに，法

人経営の一層の健全化に努め，持続可能な地域福祉活動の体制構築を図る

ものとする。

２ 重点目標

地域づくり，つながりづくりの推進

３ 活動方針並びに具体施策

【活動方針①】

地域力（地域の福祉力）の強化推進

❶生活支援・介護予防サービスの体制整備

（１）生活課題の把握・解決に向けた取組

ア 日常生活圏域（８圏域）において，第２層（自治連単位）及び

第３層（単位自治会）における「話し合いの場（協議体）」づくり

イ 第１層協議体（市全域）における共通課題への対応及び第２層・

第３層協議体との連携強化

ウ 地域の関係者（自治会，民生委員児童委員，商店等），福祉施設・

地域包括支援センター・行政等の多様なサービス主体が連携でき
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る仕組みづくり

エ 生活支援コーディネーターのスキルアップ

（２）生活支援サービスの開発

ア 地域資源の把握及び情報提供

イ 住民主体による社会資源の創出（集いの場・住民互助の取り組み）

に向けた支援

❷地区社協の活動支援

（１）地区社協会長連絡会議の開催

（２）地区社協（市民センターのない地域）への支援

（３）地区社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動への支援

（４）「地区社協助成金交付要綱」の見直し検討

【活動方針②】

「通いの場」の活動強化並びに創出

❶「ふれあい・いきいきサロン」の活動強化

（１）ふれあい・いきいきサロンの活動支援

ア サロンだより「笑顔の“わ”」の発行

イ 世話人向けのサロンメニュー支援（ひよこ塾）の実施・内容充実

ウ レクリエーション用具の貸出

（２）新規ふれあい・いきいきサロンの立ち上げ支援

（３）顔の見える「仲間づくり」から「支え合いの場」への支援

（４）「くれ福祉のまちづくりのつどい」の開催

（５）生活支援と介護予防の拠点としての仕組みづくり

ア 介護支援専門員等に対する「ふれあい・いきいきサロン」活動の

情報提供

イ 介護予防推進員の養成・支援

（６）地域福祉活動推進研修の実施

（７）すこやかサロンの受託実施

（８）お茶の間サロンの充実強化

ア お茶の間サロン（川原石・川尻・宮原・第６・天応・郷原・安浦）

から地域課題を把握し，生活支援サービスに結びつけられるよう活

動支援の強化推進

イ 地域課題解決に向け，サロン世話人と関係団体及び専門職等との

連携強化
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❷新たなる「通いの場」の創出

（１） 介護予防・フレイル対策を含めたサロンの機能強化

ア 自立支援ロボット「HAL」を活用した運動機能の向上

イ 遠赤外線「低温サウナ」を活用したフレイル対策

※フレイル…加齢により運動機能や認知機能が
低下した状態

※自立支援ロボット「HAL」…運動時に脳から
筋肉へ送られる運動意思を反映した”生体電
位信号”を読み取ることで，介助なしでの立
ち座り動作などを支援し，身体機能の維持向
上を図るもの。

自立支援ロボット「HAL」

【活動方針③】

災害への備え・被災者生活再建支援の取り組み強化

❶平常時における備えの強化

（１）災害に備えた体制強化

ア 「くれ災害ボランティアセンター」運営マニュアルの作成

イ 災害ボランティアセンター運営に関する各関係機関・団体との連

携推進

ウ 災害ボランティア活動支援基金の創設

（２）過去の災害を風化させない取り組み推進

ア 振り返り研修，防災意識向上研修の開催

イ 「歩一歩たいそう」「ぼうさいダック」の普及・啓発，協力員の

養成・確保

❷「呉市地域支え合いセンター」の活動強化

（１）応急建設仮設住宅入居者，公営住宅等一時入居者，民間借り上げ住

宅（みなし仮設）入居者に対する見守り支援

ア 個別支援計画の作成

イ 個別ケース検討会議の開催，多機関によるかかわり推進
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ウ 生活相談員による訪問活動の強化推進

エ 民生委員児童委員等と連携した生活支援

（２）生活再建支援に向けた専門職とのかかわり推進

ア 司法書士会，弁護士会等と連携した住まいの再建相談会の開催

イ 広島県地域支え合いセンター，こころのケアチームとの連携強化

（３）応急建設仮設住宅における自治組織の組織化支援と住民同士の交流

機会の提供

ア 談話室を活用したサロン活動の推進

イ 生活支援ボランティアの受け入れ支援

（４）地域社会への参加促進

ア 地域連携会議の開催

イ 地域との交流機会の確保，定着支援

４ 強化・継続活動

❶福祉・介護従事者確保の推進（くれ福祉人材バンクの活動強化）

（１）潜在的福祉人材の発掘

ア 「介護・福祉業界の魅力発見セミナー」の開催

イ 「高校生施設体験学習」や「小さな親切運動」と連動した福祉人材

の発掘

ウ 「介護職員初任者研修」の開催

（２）就労希望者への就労促進

ア 「くれ福祉の職場説明会」の開催

イ 広島県社会福祉人材育成センターとの連携強化

ウ 相談業務・就労あっせん

エ 「福祉の職場体験事業」の実施

オ 「一日介護教室」の開催

（３）就労希望者や就労者へのキャリアアップ支援

ア 「介護職員実務者研修」の開催

（４）働きがい創出，離職の防止

ア 「スキルアップ研修」の開催

イ 「つながるセミナー」の開催

❷生活困窮者（生活困難者）自立支援の推進

（１）自立相談支援事業の実施

ア 生活困窮状態の脱却を図るための支援計画の作成
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イ 支援計画の承認を行う機関である「呉市支援調整会議」の運営合理

化推進

ウ 住居確保給付金の支給

エ 生活困窮の原因となっている複合的な生活課題を整理し，解決に導

く相談支援の実施

オ 生活困窮者を支える多機関・多職種との連携強化により，自立相談

支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ，適切な支援

を実施。

カ 地域に潜在する生活困窮に対するアウトリーチ（訪問支援）の積

極的実施

キ 新たな事業実施に向けた調査研究

※住宅確保給付金…経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってし
まった，あるいは家賃の支払いが困難となった場合に家賃相当額を支給し，生活
の立て直しの支援を目的としている制度。支給期間は原則として3か月。

（２）生活困窮に陥らないための自立生活支援の取り組み

ア 貧困の連鎖を防止するため，生活困窮家庭を対象とした「子ども

の学習・生活支援事業」の委託実施

イ 既存の社会制度では解決が困難な生活問題に対応するため，新た

な社会資源の把握及び創出

ウ 支援担当職員に対する学習会の実施

エ 住居の喪失状態を脱するため，居所の確保等により生活の安定を

図る「一時生活支援事業」との連携強化

オ すぐに就労することが困難な人に，就労に向けた準備としての基

礎能力の形成を図るための「就労準備支援事業」との連携強化

カ 一時的な生活困窮状態の人に，現物給付による困窮状態の解消と

生活の安定を図る「一時生活支援モデル事業」の実施と見直し

キ 「生活福祉資金貸付事業」との連携強化による，一時的な生活困窮

状態の解消

（３）包括的相談支援体制構築の実施

ア 多機関・多職種との連携強化による相談支援体制の構築

イ 相談支援包括化推進会議の開催・運営の合理化推進

ウ 生活支援コーディネーターとの連携による啓発並びに，地域にお

ける課題把握

エ アウトリーチ（訪問支援）の実施による課題把握

オ 地域資源の調査・開発に向けた協議の実施
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カ 日常生活圏域内における専門職による連携と，支援体制の構築に

向けた体制づくり

❸高齢者・障がいのある人の権利擁護の推進（呉市権利擁護セ

ンターの活動強化）

（１）権利擁護センター運営委員会の運営・機能強化

ア 専門職が連携した後方支援体制の強化

イ 多方面にわたる関係団体との連携

ウ 第三者後見に選任されている各専門家の研修・交流の場「成年後

見担当者研修」の開催

エ 「成年後見制度相談会」の開催

（２）私的契約による権利擁護事業の合理化及び新たな事業の調査・検討

ア 「財産保全・管理サービス事業」の利用対象者拡大に向けた検討

イ 相談や支援開始に関する独自のガイドラインの検討・作成

ウ 保証人・身元引受人制度や市民後見人養成等の調査・研究

（３）福祉サービスの利用や金銭管理に不安がある人への対応

ア 相談・支援体制強化のため，職員の質と専門性の向上

イ かけはしの基盤強化（利用者の潜在的ニーズを発見・解決するため

のケース会議の開催，生活支援員の質の向上を目指した研修会の実施

等）

ウ 虐待等の不適切事例に対する関係機関との連携・対応

エ 出張相談会の開催に向けた調査・検討

オ 利用者の預かり物管理に関する諸規程等の整備

（４）法人後見の受任，成年後見制度の相談に関する取り組み

ア 法人後見利用者の支援を補佐する法人後見支援員の設置等，受任体

制の強化

イ 市民による成年後見制度の利用手続きや成年後見人等事務に関する

支援体制の強化

ウ 成年後見制度利用促進法に基づく「中核機関」としての機能強化

（５）権利擁護の啓発・担い手づくり

ア 生活（後見）支援員の養成・体制整備

イ 広報媒体の作成・活用

ウ 消費被害等の関係事業との連携強化

エ 地域の各団体，住民への啓発活動

オ 市民や関係機関への啓発を目的とした「呉市権利擁護センター講演

会」の開催
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❹障がいのある人の包括的な生活支援の推進（呉地域障害者生

活支援センターの活動強化）

（１）一般的な相談支援の実施（委託相談）

ア 在宅福祉サービスの利用援助

イ 社会資源を活用するための支援

ウ 社会生活力を高めるための支援

エ ピアカウンセリング

オ 専門機関との連携及び紹介

カ 権利擁護のために必要な支援

（２）地域生活支援の実施（委託相談）

ア 「ピア・サポートサロン」の開催

イ 「社会生活力を高めるための講座」の開催

ウ 「スポーツ・文化活動の体験教室」の開催

エ 「障害のある人への支援のてびき」を活用した間接的支援

オ ホームページ等を活用した情報の収集・発信

（３）計画相談支援・障害児相談支援の実施

ア 「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成及びモニタ

リング等の支援

イ 効率かつ継続的な支援を行うためのシステムの導入

（４）呉市（障害者）自立支援協議会の運営

ア 地域の関係機関等によるネットワークの構築に向けた協議

イ 困難事例への支援のあり方に関する協議・調整

ウ 地域の障害のある人等の支援体制に係わる課題整理

エ 地域の社会資源の活用・改善に向けた協議

オ 重層的な相談支援の体制整備に関する協議

❺地域包括ケアの推進（地域包括支援センターの活動強化）

（１）介護予防ケアプランの作成

ア 要支援認定者に対する介護予防ケアプランの作成

イ 事業対象者，要介護認定非該当者，高リスク高齢者への介護予防

ケアマネジメントの実施

（２）総合相談支援業務

ア 介護保険等高齢者福祉施策の利用にかかる相談支援

イ 複合課題等困難ケースに対する相談支援

（３）権利擁護業務

ア 成年後見やかけはし利用に向けた権利擁護センターとの連携



- 8 -

イ 高齢者虐待に対する相談支援

（４）包括的・継続的ケアマネジメント

ア 圏域内の介護支援専門員同士の情報交換や技術・知識の共有の場

となる会議の開催

イ 介護支援専門員に対する助言・指導

ウ 支援困難事例に対する介護支援専門員との協働

（５）一般介護予防事業の推進

ア おたっしゃ筋力アップ教室（介護予防教室（総合）），おたっしゃ筋

力アップ教室フォローアップの実施

イ いきいき百歳体操（安芸灘）・こけない体操（音戸・倉橋）の推進

（６）認知症に対する住民への相談・支援と普及啓発

ア 認知症地域支援推進員による相談支援

イ 呉市認知症初期集中チームとの連携

ウ 認知症サポーター養成講座の実施

エ 認知症・若年性認知症相談会の実施

（７）生活支援・介護予防サービス体制整備事業との連携

ア 第２層協議体・第３層協議体の構築に向けた生活支援コーディネー

ターとの連携

イ 生活支援コーディネーターと連携した地域資源の調査・開発の実施

（８）地域包括ケア会議の実施

ア 個別地域ケア会議の開催

イ 日常生活圏域ケア会議の開催・共催

❻市民の安全・安心確保への取組の推進（くれボランティアセ

ンターの活動強化）

（１）くれボランティアセンターの体制づくり

ア ボランティアに関する相談・あっせん・情報提供機能の充実

イ ボランティア登録の推進

ウ ボランティアコーディネーターの役割の明確化

（２）ボランティア関係機関等との連携強化

ア NPO 法人「くれシェンド」と連携した登録斡旋業務の充実

イ 「小さな親切」運動呉支部との連携

（３）ボランティア意識を高めるための普及・啓発活動

ア 高校生施設体験学習の実施

イ 「第３４回くれ福祉まつり」の開催

（10 月 27 日(日)呉ポートピアパーク）
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（４）ボランティアの担い手づくり

ア 地域ニーズに合わせたボランティア養成講座の実施

イ 地域での生活支援サービス等の担い手確保のための人材育成

（５）災害発生時の「くれ災害ボランティアセンター」の立ち上げと運営

（６）安全・安心への備えに関する普及・啓発の推進

ア 関係機関・団体等との情報共有が出来るネットワーク会議の開催

イ 平常時から防災・防犯意識を高めるための研修会の開催（再掲）

（７）福祉の教育授業等への講師の派遣及び調整（講師：社協職員，福祉

施設職員，ボランティア，福祉関係者等）

ア 地域への出前講座の実施

イ 「わがまち人材派遣事業」への協力

ウ 学校等（地域，企業）で活用できる出前講座メニューづくりの充

実

（８）施設連やボランティア団体との連携強化

（９）福祉現場への体験受入

ア 地域福祉活動での現場体験

イ キャリア・スタート・ウィーク（職場体験）への協力

❼医療・介護基盤強化への取組の推進（音戸診療所・総合ケア

センターさざなみ等医療・介護事業の活動強化）

（１）地域に密着した医療・介護・障害福祉サービスの運営

ア 呉居宅介護支援事業所

イ 呉訪問介護事業所

ウ ことばのおやこ教室

エ 川尻訪問介護事業所

オ 川尻安浦居宅介護支援事業所

カ 安浦訪問介護事業所

キ 安浦通所介護事業所

ク 蒲刈居宅介護支援事業所

ケ 蒲刈通所介護事業所

コ 下蒲刈通所介護事業所

サ グループホーム蒲刈

シ 呉市国民健康保険音戸診療所

ス 呉さざなみ苑訪問看護事業所

セ 老人保健施設さざなみ苑

ソ 老人保健施設さざなみ苑短期入所療養介護事業所
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タ 老人保健施設さざなみ苑通所リハビリテーション

チ 呉さざなみ苑居宅介護支援事業所

ツ 呉さざなみ苑訪問介護事業所

（２）福祉サービス事業所の目標設定と達成に向けた活動

ア 事業所の中・長期目標の設定

イ 職員一人ひとりの目標設定と達成度の確認

ウ 地域のニーズに合った新しいサービスの検討と提供体制の整備

ＨＡＬを活用した機能訓練の実施(通所介護)

（３）長く働くことのできる事業所づくり

ア 腰痛対策チェックリストを活用したリスクの低減

イ 業務マニュアル見直しにむけた研究

（４）認め，認められる福祉サービス事業所の環境の醸成

ア 業務改善に関する職員の提案・表彰制度の構築

（５）職種に応じた研修への積極的な参加

ア 生活相談員，サービス提供責任者等の職種に応じた研修への参加

イ 局内の円滑な連携を図るため，職種を超えた他分野に渡る研修へ

の積極的な参加

❽その他の強化継続活動

（１）呉市民生委員児童委員協議会（民児協）との連携強化

ア 連携担当者の配置

イ 民児協と連携した心配ごと相談所の開設

ウ 中央地区単位民児協担当者の配置並びに活動支援

（２）福祉マンパワー養成への貢献

ア 社会福祉士養成現場実習の受入れ

イ 在宅看護実習の受入れ

ウ ケアマネジメントの基礎技術に関する実習の受入れ

（３）積極的な広報活動の推進

ア 「第４６回呉市社会福祉大会」の開催（１０月１１日(金)呉市文化

ホール）

イ 「くれ社協だより」の発行と全世帯配布（年３回）

（４）ホームページの運営・管理

（５）地域福祉活動を支援するための民間社会福祉財源の確保

ア 呉市自治会連合会等の協力による社協会員会費の募集

イ 赤い羽根共同募金運動の展開

ウ まごころ銀行の運営（一般寄付の募集）
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（６）関係団体の支援

ア 「小さな親切」運動呉支部の運営支援

イ 呉市社会福祉施設連絡協議会の運営支援

ウ 呉市介護支援専門員連絡協議会の運営支援

エ 広島県訪問介護事業連絡協議会の運営支援

（７）第３次呉市社会福祉協議会活動基本計画策定に向けた取り組み

ア 第２次計画の年次計画の振り返り

イ 次期計画策定に向けた調査・研究


